
平成２９年１２月１４日 

災害救助に関する実務検討会（最終報告） 

平成２８年１２月より、災害救助に関する実務検討会を開催し、5 回の実務
検討会、3回の作業グループを開催してきたところである。 

その間、平成２９年 6 月３０日に中間整理を公表し、１１月 9 日開催の第
３回災害救助に関する実務検討会において、現行の事務委任制度に加え、地域
の実情に応じた一つの選択肢として、包括道府県としっかりと連携できる指定都市
を新たな救助主体とするため、法改正することが適当とする内閣府見解を公表した
ところである（別添１）。 

また、その内閣府見解に対する疑問点を整理し、改めて、内閣府の考え方を示
したところであるが、第４回災害救助に関する実務検討会の議論を踏まえた内閣
府見解の補足をとりまとめた（別添２、別添３）。 

こうした資料をもとに、 
１．法改正の必要性に関する事項、 
２．指定基準を具体化する中で検討すべき事項、 
３．災害救助法の一般基準など、実務検討会以外の枠組みで検討すべき事項 
といった論点について議論してきた。 

内閣府見解に対しては、都道府県側からは、現行の委任制度で何ら問題は生
じておらず、指定都市を新しい救助主体とすることについては都道府県の広域調整
機能や資源配分機能が損なわれることから反対であるという意見が、指定都市側
からは賛成という意見が、それぞれ示されている。 
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１．法改正の必要性に関する事項 
 
法改正の必要性に関する事項については、都道府県側から「現行の委任制度

で対応可能であり、法改正の必要はない」といった意見があったところである。 
 
しかし、現行の委任制度の枠組みは、指定都市が自ら財源負担をしつつ、自ら

事務を行うことができず、また、特別基準について、直接、国と調整することはできな
い仕組みである。 

 
内閣府としては、現行の委任制度の枠組みに加えて、大規模・広域的災害に

備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、地域の実情に応じた災害対応の一つの
選択肢として、包括道府県と連携体制が取れる指定都市について新たな救助主
体とするために、所要の法改正を行うことが適切であると考えている。 
 
２．指定基準を具体化する中で検討すべき事項 
 
内閣府案を検討する中で、都道府県側から一番の懸念として示されたことは、

「災害救助法における広域調整権の在り方」である。具体的には、仮設住宅など
資源配分機能に関するものであり、内閣総理大臣の指定により、新しい救助主体
となった指定都市が資源の先取りなどをするのではないか、といった点である。 

 
しかし、内閣府としては、食料や住宅などの資源の調達・配分計画を道府県が

策定し、指定都市はその計画のもとで救助を実施することとしており、権限移譲され
た指定都市が資源を先取りするような事態は生じないと考えている。 

 
また、こうした問題は指定基準を具体化する中で検討すべき事項であり、所要の

法改正後に、関係者による会議で検討することが適切な事項であると考えている。 
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３．災害救助法の一般基準など、実務検討会以外の枠組みで検討すべき事項 
 
 災害救助法の一般基準など、実務検討会以外の枠組みで検討すべき事項につ
いては、引き続き、検討していく。 
 
４．結論 
 
 内閣府としては、大規模・広域的災害に備えて迅速かつ円滑な事務実施のため、
現行の委任方式に加えて、包括道府県と連携体制が取れる指定都市を新しい救
助主体とし、併せて、都道府県からの様々な懸念に対応するため、都道府県の広
域調整権が適切に機能するように、法律で明記するとともに、指定基準を具体化
する中で適切な措置を講じることが適切であると考えている。 
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